
３１第１７号議案 

▽▽▽博物館の登録に関する規則等の一部改正について

▽このことについて、博物館の登録に関する規則等の一部を改正したいので、

別紙案を添えて請議します。

▽令和元年６月３日提出

教育長 長 谷 川 洋  

▽▽▽説▽明

この案を提出するのは、工業標準化法の一部改正に伴い、関係規定を整理す

るために必要があるからである。



博物館の登録に関する規則等の一部を改正する規則の概要 

１ 改正の概要・理由 

不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 33 号）による工業標準

化法（昭和 24 年法律第 185 号）の一部改正に伴い、「日本工業規格」が「日本産業規

格」に改正されるため、関係規定を整理する。 

【今回改正する規則】 

 博物館の登録に関する規則（昭和 27年教育委員会規則第４号） 

 教育職員免許法並びに教育職員免許法施行法施行細則（昭和 30 年教育委員会規

則第１号） 

 公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則（昭和 30 年教育委員会規則第 12

号） 

 社会教育主事の資格認定に関する規則（昭和 36 年教育委員会規則第１号） 

 愛知県立高等学校学則（昭和 39 年教育委員会規則第２号） 

 愛知県立高等学校通信制の課程に関する規則（昭和 39 年教育委員会規則第４号） 

 愛知県社会教育施設管理規則（昭和 42 年教育委員会規則第２号） 

 学校給食の開設等の届出に関する規則（昭和 42 年教育委員会規則第 11 号） 

 愛知県教育委員会聴聞手続規則（平成６年教育委員会規則第８号） 

 愛知県教育委員会が管理する行政文書の開示等に関する規則（平成 12 年教育委

員会規則第 15 号） 

 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則（平成

14 年教育委員会規則第４号） 

 愛知県教育委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則（平成 17 年教育委

員会規則第３号） 

 指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則（平成 17 年教育委員会

規則第 10号） 

 指定公立国際教育学校等管理法人による愛知県立愛知総合工科高等学校の専攻

科の管理に関する条例施行規則（平成 28年教育委員会規則第３号） 

２ 改正の内容 

  各規定中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

３ 施行期日 

令和元年７月１日 
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博物館の登録に関する規則等の一部を改正する規則 新旧対照表（抜粋） 

博物館の登録に関する規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 
様式第１号（第２条関係）

博 物 館 登 録 申 請 書

年  月  日  

  愛知県教育委員会殿

設置者 所 在 地           

名   称           

代表者氏名        印  

博物館法第11条の規定により、下記のとおり博物館の登録を申請します。

記

 １ 博物館の名称

 ２ 博物館の所在地

 （添付書類）

  １ 設置条例の写し

  ２ 館則の写し

３ 直接博物館の用に供する建物及び土地の図面（それぞれの面積を記載する

こと。）

  ４ 当該年度における事業計画書及び予算の歳出の見積りに関する書類

  ５ 博物館資料の目録

  ６ 館長の氏名及び学芸員の種別ごとの氏名を記載した書面

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

様式第１号（第２条関係） 

博 物 館 登 録 申 請 書

年  月  日  

  愛知県教育委員会殿

設置者 所 在 地           

名   称           

代表者氏名        印  

博物館法第11条の規定により、下記のとおり博物館の登録を申請します。

記

 １ 博物館の名称

 ２ 博物館の所在地

 （添付書類）

  １ 設置条例の写し

  ２ 館則の写し

３ 直接博物館の用に供する建物及び土地の図面（それぞれの面積を記載する

こと。）

  ４ 当該年度における事業計画書及び予算の歳出の見積りに関する書類

  ５ 博物館資料の目録

  ６ 館長の氏名及び学芸員の種別ごとの氏名を記載した書面

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。


